
 
 

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成18年３月31日老計発0331004号・老振発

0331004号・老老発0331017号）（抄）  
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新 旧 

第１ （略） 第１ （略） 

第２ 総論 

１ （略） 

第２ 総論 

１ （略） 

２ 用語の定義 

基準第２条において、一定の用語についてその定義を明らかにしている

ところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意

味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であっ

て、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 

２ 用語の定義 

基準第２条において、一定の用語についてその定義を明らかにしている

ところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意

味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であっ

て、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 

⑴ 「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で

除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に

換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業

所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例

えば、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活

介護事業所を併設している場合であって、ある従業者が指定小規模多機

能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定認知症対応

型共同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能

型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数に

は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治

療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に

設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定

労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上

の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき

時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

⑴ 「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で

除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に

換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業

所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例

えば、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活

介護事業所を併設している場合であって、ある従業者が指定小規模多機

能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定認知症対応

型共同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能

型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数に

は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働

時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の勤

務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 
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⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本

とする。）に達していることをいうものである。ただし、母性健康管理措

置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じ

られている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時

間として取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に

所在する又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障

がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務であって、当該事業所の

職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものにつ

いては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時

間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例え

ば、１の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支

援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居

宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が

所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労

働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後

休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規

定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護

休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する

制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる

措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期

間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常

勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満

たすことが可能であることとする。 

⑶ 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本

とする。）に達していることをいうものである。ただし、母性健康管理措

置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間とし

て取り扱うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であっ

て、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考

えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業

者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである

こととする。例えば、１の事業者によって行われる指定訪問介護事業所

と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所

の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その

勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすことと

なる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労

働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後

休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規

定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護

休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する

制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる

措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期

間において、当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常

勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満

たすことが可能であることとする。 

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略） 

３ （略） ３ （略） 

第３ 地域密着型サービス 第３ 地域密着型サービス 

一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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１ （略） １ （略） 

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第３条の５） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は常勤であり、

かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただ

し、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他

の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者はオペレーター、

定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護

員等又は訪問看護サービスを行う看護師等である必要はないものである。 

①・② （略） 

③ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従

業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の

管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者へのサービス提供の場面等

で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管

理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理

者又は従事者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施

設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で

あると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に

対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設における

勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時に

おいて管理者自身が速やかに当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができ

ない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられ

る。） 

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第３条の５） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は常勤であり、

かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。た

だし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、

他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者はオペレータ

ー、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪

問介護員等又は訪問看護サービスを行う看護師等である必要はないもの

である。 

①・② （略） 

③ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の

管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等があ

る場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事者としての職務

に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わ

ないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断され

る場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を

行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると

考えられる。ただし、施設等における勤務時間が極めて限られている

職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても

差し支えない。） 

３ （略） ３ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴～⒁ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴～⒁ （略） 

⒂ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本的取扱方針及び具体的

取扱方針 

基準第３条の 21 及び第３条の 22 における指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の取扱方針について、特に留意すべきことは、次のとおりで

ある。 

⒂ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本的取扱方針及び具体的

取扱方針  

基準第３条の 21 及び第３条の 22 における指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の取扱方針について、特に留意すべきことは、次のとおり

である。 
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①～④ （略） 

⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合

に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時

性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確

認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について

記録しておくことが必要である。 

なお、基準第３条の 40 第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間

保存しなければならない。 

①～④ （略） 

（新設） 

⑥ （略） ⑥ （略） 

⒃～⒆ （略） ⒃～⒆ （略） 

⒇ 管理者等の責務 

基準第３条の 28 は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

管理者と計画作成責任者の役割分担について規定したものであり、管理

者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提

供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時か

つ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者に基準第１

章の２第４節（運営に関する基準）を遵守させるため必要な指揮命令を

行うこととし、計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の利用の申込みに係る調整及びサービスの内容の管理を行うこととし

たものである。 

⒇ 管理者等の責務 

基準第３条の 28 は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

管理者と計画作成責任者の役割分担について規定したものであり、管理

者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に基準第１章の２第４

節（運営に関する基準）を遵守させるための指揮命令を、計画作成責任者

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整

及びサービスの内容の管理を行うこととしたものである。 

(21 ) （略） (21 ) （略） 

(22) 勤務体制の確保等 

基準第３条の 30 は、利用者に対する適切な指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定し

たものであるが、次の点に留意する必要がある。 

①～③ （略） 

④ 基準第３条の 30 第３項は、随時対応サービスに限り、複数の指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間での一体的実施ができる

(22) 勤務体制の確保等 

基準第３条の 30 は、利用者に対する適切な指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定し

たものであるが、次の点に留意する必要がある。 

①～③ （略） 

④ 基準第３条の 30 第３項は、随時対応サービスに限り、複数の指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間での一体的実施ができる
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こととしたものである。この場合において、一体的実施ができる範囲

について市町村・都道府県を越えることを妨げるものではなく、随時

対応サービスが単なる通報受け付けサービスではないことを踏まえ、

それぞれの事業所における利用者情報（提供されている具体的なサー

ビスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）、事業所周辺の医療

機関の情報、随時の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サ

ービスを行うために必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的

な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用

者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認めら

れるものであること。なお、一体的実施に当たっては同一法人の事業

所間に限らず、別法人の事業所間でも認められるものであるが、この

場合、契約に基づくこととし、当該契約において、当該業務に要する委

託料及び当該委託業務に要する委託料並びに利用者に関する情報の取

扱い方法、随時訪問サービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責

任の所在及び緊急時等の対応方法等について定めるとともに、利用者

に対して当該契約の内容についての説明を十分に行うこと。なお随時

対応サービスの一体的実施により、随時対応サービスを行わない指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定

期巡回サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスについては、

実施しなければならないこと。 

 

 

⑤・⑥ （略） 

こととしたものである。この場合において、一体的実施ができる範囲

について市町村を越えることを妨げるものではなく、随時対応サービ

スが単なる通報受け付けサービスではないことを踏まえ、それぞれの

事業所における利用者情報（提供されている具体的なサービスの内容、

利用者の心身の状況や家族の状況等）、事業所周辺の医療機関の情報、

随時の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サービスを行う

ために必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件

数を踏まえて適切な体制が確保されており、利用者の心身の状況に応

じて必要な対応を行うことができる場合に認められるものであり、全

国の利用者に対する随時対応サービスを一か所の指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所に集約するような業務形態は想定していな

い。なお、一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法

人の事業所間でも認められるものであるが、この場合、契約に基づく

こととし、当該契約において、当該業務に要する委託料及び当該委託

業務に要する委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時訪

問サービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急

時等の対応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約

の内容についての説明を十分に行うこと。なお随時対応サービスの一

体的実施により、随時対応サービスを行わない指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定期巡回サービス、

随時訪問サービス及び訪問看護サービスについては、実施しなければ

ならないこと。 

⑤・⑥ （略） 

(23) 業務継続計画の策定等 

① （略） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記

載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継

続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業

務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域

によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設

定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並

びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞ

れに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定する

(23) 業務継続計画の策定等 

① （略） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記

載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感

染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定

される災害等は地域によって異なるものであることから、項目につい

ては実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計

画を一体的に策定することを妨げるものではない。 
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こととして差し支えない。 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

(24) 衛生管理等 

① （略） 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講

ずべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱いとする

こと。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるもの

であるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え

ない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第

４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日ま

での間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染

対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望

ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も

含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び

役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下「感染

対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。なお、同一

事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の

兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えな

い。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利

用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者として

の職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望

ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又は

その再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、

虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おお

むね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行す

る時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

(24) 衛生管理等 

① （略） 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように

講ずべき措置については、具体的には次のイからハまでの取扱いと

すること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められ

るものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも

差し支えない。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則

第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31

日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、

感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成するこ

とが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外

部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバー

の責任及び役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担

当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが

必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況

に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感

染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が

ある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像

を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これ

と一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携
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また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画

像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を

活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと

一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実

施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。 

ロ・ハ （略） 

等により行うことも差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ・ハ （略） 

(25) 掲示 

① 基準第３条の 32 第１項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの

第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。

また、同条第３項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、

原則として、重要事項を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者のウェブサイトに掲載しなければならないことを規定したもので

あるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情

報公表システムのことをいう。なお、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うに

あたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

イ・ロ （略） 

ハ 介護保険法施行規則第 140 条の 44 各号に掲げる基準に該当する指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、介護サービ

ス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準省令第３

条の 32 第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ま

しいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１

項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省

令第 183 条第１項の規定による措置に代えることができること。 

(25) 掲示 

① 基準第３条の 32 第１項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの

第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである

が、次に掲げる点に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

イ・ロ （略） 

（新設） 
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② （略） ② （略） 

(26)・(27) （略） (26)・(27) （略） 

(28) 苦情処理 

① 基準第３条の 36 第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相

談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理す

るために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその

家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容につ

いても併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイト

に掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱い

は、第３の一の４の(25)の①に準ずるものとする。 

②・③ （略） 

(28) 苦情処理 

① 基準第３条の 36 第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相

談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理す

るために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその

家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容につ

いても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。 

 

 

②・③ （略） 

(29) 地域との連携等 

①（略） 

②（略） 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提

供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サー

ビス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人

のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福

祉医療情報ネットワークシステム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業所

内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包

括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

ホ （略） 

③～⑤ （略） 

(29) 地域との連携等 

①（略） 

②（略） 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供

するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービ

ス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホ

ームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への

掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表する

ことも差し支えない。 

 

ホ （略） 

③～⑤ （略） 

(30) （略） (30) （略） 

(31) 虐待の防止 

基準第３条の 38 の２は虐待の防止に関する事項について規定したも

のである。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者

の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じ

なければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合

の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」

という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の

(31) 虐待の防止 

基準第３条の 38 の２は虐待の防止に関する事項について規定したも

のである。虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者

の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じ

なければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合

の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」

という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の
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尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の

防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は高齢者の尊厳保持・

人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要

があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通

じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業

者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責

務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、虐待等

又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場に

あることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等

に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていること

が望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利

用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要

があり、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は当該通報の

手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等

に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し

た場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するも

のとする。 

 

 

 

①～③ （略） 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待を防止

するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施する

ため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防

止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、

同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)

尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の

防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は高齢者の尊厳保持・

人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要

があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通

じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業

者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責

務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、虐待等

又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場に

あることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等

に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていること

が望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利

用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要

があり、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は当該通報の

手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等

に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し

た場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するも

のとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２

条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの

間は、努力義務とされている。 

①～③ （略） 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待を防止

するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施する

ため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、

虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望まし

い。 
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の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えな

い。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利

用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての

職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

(32)・(33) （略） 

５ （略） 

(32)・(33) （略） 

５ （略） 

二 夜間対応型訪問介護 二 夜間対応型訪問介護 

１ （略） １ （略） 

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第７条） 

指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則と

して専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、当該指

定夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセンター従業者（面接相

談員を含む。）又は訪問介護員等としての職務に従事する場合であって、

当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることがで

きるものとする。また、日中のオペレーションセンターサービスを実施

する場合であって、指定訪問介護事業者の指定を併せて受けて、一体的

に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができる

ものとし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せ

て受けて、一体的に運営するときは、以下の場合であって、当該事業所の

管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとす

る。 

① （略） 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は

従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設

等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、指定夜間対

応型訪問介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象

を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第７条） 

指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則と

して専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、当該指

定夜間対応型訪問介護事業所のオペレーションセンター従業者（面接相

談員を含む。）又は訪問介護員等としての職務に従事する場合であって、

当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることがで

きるものとする。また、日中のオペレーションセンターサービスを実施

する場合であって、指定訪問介護事業者の指定を併せて受けて、一体的

に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができる

ものとし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せ

て受けて、一体的に運営するときは、以下の場合であって、当該事業所の

管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとす

る。 

① （略） 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の

管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等があ

る場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事者としての職務

に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わ

ないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断され
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に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事

者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事

業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると

個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対し

サービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設における勤

務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時に

おいて管理者自身が速やかに指定夜間対応型訪問介護事業所又は利用

者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となって

いる場合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

なお、管理者はオペレーションセンター従業者又は訪問介護員等で

ある必要はないものとする。 

る場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を

行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると

考えられる。ただし、施設等における勤務時間が極めて限られている

職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても

差し支えない。） 

 

 

 

 

なお、管理者はオペレーションセンター従業者又は訪問介護員等で

ある必要はないものとする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴ 指定夜間対応型訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 

基準第９条及び第 10 条にいう指定夜間対応型訪問介護の取扱方針に

ついて、特に留意すべきことは、次のとおりである。 

①・②（略） 

４ 運営に関する基準 

⑴ 指定夜間対応型訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針 

基準第９条及び第 10 条にいう指定夜間対応型訪問介護の取扱方針に

ついて、特に留意すべきことは、次のとおりである。 

①・②（略） 

③ 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

ととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 17 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

（新設） 

④～⑥（略） ③～⑤（略） 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

⑷ 管理者等の責務 

基準第 13 条は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者とオペレーシ

ョンセンター従業者の役割分担について規定したものであり、管理者の

⑷ 管理者等の責務 

基準第 13 条は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者とオペレーシ

ョンセンター従業者の役割分担について規定したものであり、管理者は、
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責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を

行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適

切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、当

該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に基準第２章第４節（運営に

関する基準）を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととし、オペ

レーションセンター従業者は、オペレーションセンターサービスのほか、

指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対

する技術指導等のサービスの内容の管理を行うこととしたものである。 

従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に基準第２章第４節（運営に

関する基準）を遵守させるための指揮命令を、オペレーションセンター

従業者は、オペレーションセンターサービスのほか、指定夜間対応型訪

問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等の

サービスの内容の管理を行うものである。 

⑸～⑿ （略） ⑸～⑿ （略） 

二の二 地域密着型通所 二の二 地域密着型通所 

 １ 人員に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

 １ 人員に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 管理者（基準第 21 条） 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則と

して専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の

場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を

兼ねることができるものとする。なお、管理者は、地域密着型通所介護従

事者である必要はないものである。 

① （略） 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は

従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設

等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定地

域密着型通所介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる

事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮

命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は

従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等

の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であ

ると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に

対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設におけ

る勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急

時において管理者自身が速やかに当該指定地域密着型通所介護事業所

に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務

に支障があると考えられる。） 

⑷ 管理者（基準第 21 条） 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則と

して専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の

場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を

兼ねることができるものとする。なお、管理者は、地域密着型通所介護従

事者である必要はないものである。 

① （略） 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の

管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等があ

る場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務

に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わ

ないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断され

る場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を

行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると

考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職

員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差

し支えない。） 

２ （略） ２ （略） 
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３ 運営に関する基準 

⑴ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針について

は、基準第 25 条及び第 26 条の定めるところによるほか、次の点に留意

するものとする。 

⑵ 指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針について

は、基準第 25 条及び第 26 条の定めるところによるほか、次の点に留意

するものとする。 

①・②（略） ①・②（略） 

③ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

ととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 36 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

（新設） 

④～⑥ （略） ③～⑤ （略） 

⑶ （略） ⑶ （略） 

⑷ 管理者の責務 

基準第 28 条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務を、介

護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、

利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し

ながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に基準

の第２章の２第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと

としたものである。 

⑷ 管理者の責務 

基準第 28 条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責務を、指

定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介

護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一

元的に行うとともに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者に基

準の第２章の２第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこ

ととしたものである。 

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略） 

⑺ 業務継続計画の策定等 

① （略） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記

載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継

続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業

⑺ 業務継続計画の策定等 

① （略） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記

載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感

染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における
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務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域

によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設

定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、感

染症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画

並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する

項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差

し支えない。 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定

される災害等は地域によって異なるものであることから、項目につい

ては実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計

画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

 

 

 

 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

⑻～⒀ （略） ⑻～⒀ （略） 

⒁ 準用 

基準第 37 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 13 から第３条の 16 まで、第３条の 18、第３条の 20、第３条の

26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38

の２、第３条の 39 及び第 12 条は、指定地域密着型通所介護の事業につ

いて準用されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑽まで、⑿、⒁、

⒅、からまで及び並びに第３の二の４の⑶を参照されたい。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針（平成 17 年厚生労働省告示第 419 号）一のハに規定するウェブサイ

トへの掲載に関する取扱いは、準用される基準省令第３条の 32 に関する

第３の一の４の(25)の①に準ずるものとする。 

⒁ 準用 

基準第 37 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 13 から第３条の 16 まで、第３条の 18、第３条の 20、第３条の

26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38

の２、第３条の 39 及び第 12 条は、指定地域密着型通所介護の事業につ

いて準用されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑽まで、⑿、⒁、

⒅、からまで及び並びに第３の二の４の⑶を参照されたい。 

４ 共生型地域密着型通所介護に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 運営等に関する基準（基準第 37 条の３） 

基準第 37 条の３の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、

第３条の 13 から第３条の 16まで、第３条の 18、第３条の 20、第３条の

26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38

の２、第３条の 39、第 12 条及び第 19 条、第 21 条、第 22条第４項並び

に第２章の２第４節（第 37 条を除く。）の規定は、共生型地域密着型通

所介護の事業について準用されるものであるため、第３の一の４の⑵か

ら⑽まで、⑿、⒁、⒅、からまで及び、第３の二の４の⑶並びに第３の二

の二の２の⑸及び３の⑴から⒀までを参照されたいこと。 

この場合において、準用される基準第 29 条第４号及び第 31 条の規定

４ 共生型地域密着型通所介護に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 運営等に関する基準（基準第 37 条の３） 

基準第 37 条の３の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、

第３条の 13 から第３条の 16まで、第３条の 18、第３条の 20、第３条の

26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38

の２、第３条の 39、第 12 条及び第 19 条、第 21 条、第 22条第４項並び

に第２章の２第４節（第 37 条を除く。）の規定は、共生型地域密着型通

所介護の事業について準用されるものであるため、第３の一の４の⑵か

ら⑽まで、⑿、⒁、⒅、からまで及び、第３の二の４の⑶並びに第３の二

の二の２の⑸及び３の⑴から⒀までを参照されたいこと。 

この場合において、準用される基準第 29 条第４号及び第 31 条の規定
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について、共生型地域密着型通所介護の利用定員は、共生型地域密着型

通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において同時にサービス

提供を受けることができる利用者数の上限をいうものであること。つま

り、介護給付の対象となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象とな

る利用者（障害者及び障害児）の数との合計数により、利用定員を定める

こと。例えば、利用定員が 10人という場合、要介護者と障害者及び障害

児とを合わせて 10 人という意味であり、利用日によって、要介護者が５

人、障害者及び障害児が５人であっても、要介護者が２人、障害者及び障

害児が８人であっても、差し支えないこと。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる基準省令第３条の 32 に関する第３の一の４の(25)の①に準ずるもの

とする。 

について、共生型地域密着型通所介護の利用定員は、共生型地域密着型

通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において同時にサービス

提供を受けることができる利用者数の上限をいうものであること。つま

り、介護給付の対象となる利用者（要介護者）の数と障害給付の対象とな

る利用者（障害者及び障害児）の数との合計数により、利用定員を定める

こと。例えば、利用定員が 10人という場合、要介護者と障害者及び障害

児とを合わせて 10 人という意味であり、利用日によって、要介護者が５

人、障害者及び障害児が５人であっても、要介護者が２人、障害者及び障

害児が８人であっても、差し支えないこと。 

５ 指定療養通所介護 

⑴ （略） 

５ 指定療養通所介護 

⑴ （略） 

⑵ 人員に関する基準 

① （略） 

② 管理者（基準第 40 条の２） 

イ 指定療養通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則とし

て専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下

の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の

職務を兼ねることができるものとする。 

ａ （略） 

ｂ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、

当該指定療養通所介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等

で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、

一元的な管理及び指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事

業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場

合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理

すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設さ

れる入所施設における看護業務（管理業務を含む。）と兼務する場

合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、

⑵ 人員に関する基準 

① （略） 

② 管理者（基準第 40 条の２） 

イ 指定療養通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則とし

て専ら当該指定療養通所介護の管理業務に従事するものとする。た

だし、以下の場合であって、当該指定療養通所介護の管理業務に支

障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

ａ （略） 

ｂ 訪問看護ステーションなど他の事業所、施設等が同一敷地内に

ある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務

に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は

問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務（管理

業務を含む。）との兼務は管理者の業務に支障があると考えられ

る。） 
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事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定療

養通所介護事業所に駆け付けることができない体制となっている

場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる。） 

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略） 

⑶ （略） ⑶ （略） 

⑷ 運営に関する基準 ⑷ 運営に関する基準 

①・② （略） ①・② （略） 

③ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、

基準第 25 条及び第 40 条の８に定めるところによるほか、次の点に留

意するものとする。 

イ （略） 

③ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、

基準第 25 条及び第 40 条の８に定めるところによるほか、次の点に留

意するものとする。 

イ （略） 

ロ 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘

束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

こととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要

件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内

容について記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 40 条の 15 第２項の規定に基づき、当該記録は、２

年間保存しなければならない。 

（新設） 

ハ・ニ （略） ロ・ハ （略） 

④～⑨ （略） ④～⑨ （略） 

三 認知症対応型通所介護 三 認知症対応型通所介護 

１ （略） １ （略） 

２ 人員及び設備に関する基準 

⑴ 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介

護 

①～③ （略） 

④ 管理者（基準第 43 条） 

イ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は常勤

２ 人員及び設備に関する基準 

⑴ 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介

護 

①～③ （略） 

④ 管理者（基準第 43 条） 

イ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は常勤
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であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するも

のとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に

支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

・ 当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者

としての職務に従事する場合 

・ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者

又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、

当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の利用者へ

のサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握で

き、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないと

きに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務

に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は

問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に

判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサ

ービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する場合（施設に

おける勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時

等の緊急時において管理者自身が速やかに当該単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所に駆け付けることができない体制

となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

ロ （略） 

⑤ （略） 

であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するも

のとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に

支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

・ 当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の従業者

としての職務に従事する場合 

・ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業

所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施

設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者

としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の

事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で

あると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入

所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する

場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設に

おける勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に

判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。） 

 

 

 

 

 

ロ （略） 

⑤ （略） 

⑵ 共用型指定認知症対応型通所介護 

①～③ （略） 

④ 管理者（第 47 条） 

イ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は常勤であり、

かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。

ただし、以下のいずれかに該当する場合であって、当該事業所の管

理業務に支障がないときは、他の職務に従事することができるもの

とする。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等（本体事

業所等を除く。）の管理者又は従業者としての職務に従事する場合

であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての

⑵ 共用型指定認知症対応型通所介護 

①～③ （略） 

④ 管理者（第 47 条） 

イ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は常勤であり、

かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。

ただし、以下のいずれかに該当する場合であって、当該事業所の管

理業務に支障がないときは、他の職務に従事することができるもの

とする。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業

所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施

設等（本体事業所等を除く。）がある場合に、当該他の事業所、施
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職務に従事する時間帯も、当該共用型指定認知症対応型通所介護

事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時か

つ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支

障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の職務に従事する

場合（この場合、他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、

例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場

合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を

行う看護職員又は介護職員と兼務する場合（施設における勤務時

間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時に

おいて管理者自身が速やかに当該単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所に駆け付けることができない体制となっている

場合などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

ｄ・ｅ （略） 

ロ （略） 

設等の職務に従事する場合（この場合、他の事業所、施設等の事業

の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰である

と個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者

に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する場合

などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設におけ

る勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断

の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。） 

 

 

 

 

 

ｄ・ｅ （略） 

ロ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ 指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針につい

ては、基準第 50 条及び第 51 条の定めるところによるほか、次の点に留

意するものとする。 

３ 運営に関する基準 

⑴ 指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針につい

ては、基準第 50 条及び第 51 条の定めるところによるほか、次の点に留

意するものとする。 

①～④（略） ①～④（略） 

⑤ 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的

拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

ととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 60 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

（新設） 

⑵～⑺ （略） ⑵～⑺ （略） 

⑻ 準用 ⑻ 準用 
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基準第 61 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 13 から第３条の 16 まで、第３条の 18、第３条の 20、第３条の

26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38

の２、第３条の 39、第 12 条、第 23 条、第 24 条、第 28 条及び第 30 条か

ら第 35 条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用

されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑽まで、⑿、⒁、⒅、から

まで及び、第３の二の４の⑶並びに第３の二の二の３の⑴、⑷、⑹、⑻、

⑽及び⑾を参照されたい。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる基準省令第３条の 32 に関する第３の一の４の(25)の①に準ずるもの

とする。 

基準第 61 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 13 から第３条の 16 まで、第３条の 18、第３条の 20、第３条の

26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38

の２、第３条の 39、第 12 条、第 23 条、第 24 条、第 28 条及び第 30 条か

ら第 35 条までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用

されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑽まで、⑿、⒁、⒅、から

まで及び、第３の二の４の⑶並びに第３の二の二の３の⑴、⑷、⑹、⑻、

⑽及び⑾を参照されたい。 

四 小規模多機能型居宅介護 

１ （略） 

四 小規模多機能型居宅介護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第 64 条） 

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他

の職務を兼ねることができるものとする。 

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介

護従業者としての職務に従事する場合 

ロ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又

は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、

施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該

小規模多機能型居宅介護事業所の利用者へのサービス提供の場面等

で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な

管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等

の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の

事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事

業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施

設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員

と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第 64 条） 

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他

の職務を兼ねることができるものとする。 

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介

護従業者としての職務に従事する場合 

ロ 事業所に併設する基準第 63 条第６項各号に掲げる施設等の職務

に従事する場合 
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を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は利用者へのサービス提供

の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、

管理業務に支障があると考えられる。） 

（削る） 

 

 

②・③ （略） 

⑶ （略） 

３ （略） 

 

 

 

ハ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務に従事する場合（当該事業所が、指定夜間対応型訪問介護、指定

訪問介護又は指定訪問看護の事業を一体的に運営している場合の当

該事業に係る職務を含む。） 

②・③ （略） 

⑶ （略） 

３ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴～⑷ 

４ 運営に関する基準 

⑴～⑷ 

⑸ 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第 73 条） 

①・② （略） 

⑸ 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第 73 条） 

①・② （略） 

③ 同条第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 87 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

③ 同条第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、基準第 87 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

④ 同条第第７号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会」（以下「身体的拘束等適正化検討委員会」という。）とは、身体的

拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構成

メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、こ

れらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望

ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えら

れる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認め

られる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。 

（新設） 
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また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

指定小規模多機能型居宅介護事業者が、報告、改善のための方策を

定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全

体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決し

て従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要

である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状

況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等に

ついて報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事

例を集計し、分析すること。 

二 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析

し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適

正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

⑤ 指定小規模多機能型居宅介護事業者が整備する「身体的拘束等の適

正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事

項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

二 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関

する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

（新設） 

⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための （新設） 
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研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するとともに、当該指定小規模多機能型居宅介護事

業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期

的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身

体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修

の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

⑦・⑧ （略） 

⑹～⒅ （略） 

④・⑤ （略） 

⑹～⒅ （略） 

⒆ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の開催 

地域密着型基準第 86 条の２は、介護現場の生産性向上の取組を促進す

る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況

に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事

業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の

安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の設置及び開催について規定したものである。な

お、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条において、３

年間の経過措置を設けており、令和９年３月 31 日までの間は、努力義務

とされている。 

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等

を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所

の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の

取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであるこ

と。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻

度については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上

で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支

援課「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等

を参考に取組を進めることが望ましい。また、本委員会はテレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員

（新設） 
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会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する

会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一

体的に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に

実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。委員会の名称について、法令では「利用者の安

全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産

性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生

産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあ

るところ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる

委員会の名称を用いても差し支えない。 

⒇～(23) （略） ⒆～(22) （略） 

(24) 準用 

 基準第 88 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 18、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32か

ら第３条の 36 まで、第３条の 38 から第３条の 39 まで、第 28 条、第 30

条、第 33 条及び第 34 条までの規定は、指定小規模多機能型居宅介護の

事業について準用されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑹まで、

⑿、⒁、⒅、からまで、及び並びに第３の二の二の３の⑷、⑹及び⑽を参

照されたい。この場合において、準用される基準第 34 条の規定について、

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改

善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについ

て評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、

運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を

行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営推

進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、

１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととす

るとともに、外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供

(23) 準用 

 基準第 88 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 18、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32 か

ら第３条の 36 まで、第３条の 38 から第３条の 39 まで、第 28 条、第 30

条、第 33 条及び第 34 条までの規定は、指定小規模多機能型居宅介護の

事業について準用されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑹まで、

⑿、⒁、⒅、からまで、及び並びに第３の二の二の３の⑷、⑹及び⑽を参

照されたい。この場合において、準用される基準第 34 条の規定について、

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改

善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについ

て評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、

運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を

行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営推

進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、

１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととす

るとともに、外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供
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するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療

情報ネットワークシステム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業所内の外部

の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援セン

ターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

ホ （略） 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる基準省令第３条の 32 に関する第３の一の４の(25)の①に準ずるもの

とする。 

するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲

示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表するこ

とも差し支えない。 

 

ホ （略） 

五 認知症対応型共同生活介護 五 認知症対応型共同生活介護 

１ （略） １ （略） 

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第 91 条） 

① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他

の職務を兼ねることができるものとする。 

イ （略） 

ロ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又

は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、

施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該

指定認知症対応型共同生活介護事業所の利用者へのサービス提供の

場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一

元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、

施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合

の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理す

べき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される

訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場

合（訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている

場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やか

に指定認知症対応型共同生活介護事業所に駆け付けることができな

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第 91 条） 

① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他

の職務を兼ねることができるものとする。 

イ （略） 

ロ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所

の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等

がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者として

の職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内

容は問わないが、例えば、併設される訪問系サービスの事業所のサ

ービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障があ

ると考えられるが、訪問系サービス事業所における勤務時間が極め

て限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありう

る。）。 
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い体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支障がある

と考えられる。） 

  なお、１の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれ

の共同生活住居の管理上支障がない場合は、同一事業所の他の共同

生活住居との兼務もできるものとする。また、サテライト事業所の

管理者は本体事業所の管理者を充てることができるが、この場合、

２⑴の①のニに掲げる要件をいずれも満たす必要があること。 

② （略） 

 

 

  なお、１の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれ

の共同生活住居の管理上支障がない場合は、同一事業所の他の共同

生活住居との兼務もできるものとする。また、サテライト事業所の

管理者は本体事業所の管理者を充てることができるが、この場合、

２⑴の①のニに掲げる要件をいずれも満たす必要があること。 

② （略） 

⑶ （略） ⑶ （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 運営に関する基準 ４ 運営に関する基準 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針  

①・②（略） 

③ 同条第５項及び第６項は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 107 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

⑷ 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針  

①・②（略） 

③ 同条第５項及び第６項は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、基準第 107 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

 

④ 同条第７項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より

構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用

した構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の

専門医の活用等も考えられる。また、関係する職種、取り扱う事項等が

相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これ

と一体的に設置・運営することとして差し支えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

④ 同条第７項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会」（以下「身体的拘束適正化検討委員会」という。）とは、身体

的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構

成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほか、

これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが

望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考え

られる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認

められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。 
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して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

指定認知症対応型共同生活介護が、報告、改善のための方策を定め、

周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情

報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業

者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要であ

る。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

 

イ・ロ （略） 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事

例を集計し、分析すること。 

ニ～ヘ （略） 

⑤ 身体的拘束等の適正化のための指針（第７項第２号） 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の

適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ （略） 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事

項 

ハ～ト （略） 

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が、報告、改善のための方策

を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、事業

所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、

決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが

必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ・ロ （略） 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例

を集計し、分析すること。 

ニ～ヘ （略） 

⑤ 身体的拘束等の適正化のための指針（第７項第２号） 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の

適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ （略） 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 

ハ～ト （略） 

⑥・⑦ （略） ⑥・⑦ （略） 

⑸～⑼ （略） ⑸～⑼ （略） 

⑽ 協力医療機関等 

① 基準省令第 105 条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居

者の病状の急変時等に対応するための協力医療機関をあらかじめ定め

ておくこと、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時

等における対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点

からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めること等を規

定したものであること。 

協力医療機関の及び協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離

にあることが望ましい。 

② 協力医療機関との連携（第２項） 

⑽ 協力医療機関等 

① 基準第 105 条第１項及び第２項の協力医療機関及び協力歯科医療機

関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。 
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指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者の病状の急変時等

に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定める

よう努めなければならない。 

連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地

域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関等の在宅医療を支援する

地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等）と連携を行うことが想

定される。なお、令和６年度診療報酬改定において新設される地域包

括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連

携の対象として想定される医療機関には含まれないため留意するこ

と。 

③ 協力医療機関との連携に係る届け出（第３項） 

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に１

回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当

該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に

届け出ることを義務づけたものである。届出については、別紙３によ

るものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合に

は、速やか指定権者に届け出ること。 

④ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第４項） 

指定認知症対応型共同生活介護事業者の入居者における新興感染症

の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構

築しておくため、感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医

療機関である病院又は診療所との新興感染症発生時等における対応を

取り決めるよう努めることとしたものである。 

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生

の公表後４か月程度から６カ月程度経過後）において、指定認知症対

応型共同生活介護事業者の入居者が新興感染症に感染した場合に、相

談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。な

お、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの

連携を行うことを妨げるものではない。 

⑤ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第５項） 

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第３項で

定められた入居者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力

機関との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行

うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との
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間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考え

られるが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定

医療機関と取り決めを行うことが望ましい。 

⑥ 医療機関に入院した入居者の退院後の受け入れ（第６項） 

「速やかに入居させることができるよう努めなければならない」と

は、必ずしも退院後に再び入居を希望する入居者のために常に居室を

確保しておくということではなく、できる限り円滑に再び入居できる

よう努めなければならないということである。 

⑦ 同条第７項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービス

の提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携

及び支援の体制を整えなければならない旨を規定したものである。こ

れらの協力医療機関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜

間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関

等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 同条第３項は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービス

の提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携

及び支援の体制を整えなければならない旨を規定したものである。こ

れらの協力医療機関やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜

間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関

等との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

⑾ （略） ⑾ （略） 

⑿ 業務継続計画の策定等 

① （略） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記

載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継

続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業

務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域

によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設

定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、感

染症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画

並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する

項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差

し支えない。 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

⑿ 業務継続計画の策定等 

① （略） 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記

載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感

染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定

される災害等は地域によって異なるものであることから、項目につい

ては実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計

画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

 

 

 

イ・ロ （略） 

③・④ （略） 

⒀ （略） ⒀ （略） 

⒁ 基準第 108条により準用される基準省令第３条の 38の２は虐待の防止

に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目的の１つであ

⒁ 基準第 108条により準用される基準省令第３条の 38の２は虐待の防止

に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目的の１つで
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る高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可

能性が極めて高く、指定認知症対応型共同生活介護事業者は虐待の防止

のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するた

めの対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。

以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、そ

の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次

に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊

重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があ

り、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、

従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高

齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切

な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、虐待等を発見し

やすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な

措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとら

れていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に

係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応を

すること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要

があり、指定認知症対応型共同生活介護事業者は当該通報の手続が迅

速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力す

るよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し

た場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するも

のとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２

条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの

間は、努力義務とされている。 

①～③ （略） 

ある高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす

可能性が極めて高く、指定認知症対応型共同生活介護事業者は虐待の防

止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止する

ための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。

以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、そ

の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次

に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定認知症対応型共同生活介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊

重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があ

り、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、

従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高

齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切

な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、虐待等を発見し

やすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な

措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとら

れていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に

係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応を

すること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要

があり、指定認知症対応型共同生活介護事業者は当該通報の手続が迅

速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力す

るよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し

た場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するも

のとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２

条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの

間は、努力義務とされている。 

①～③ （略） 
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④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定認知症対応型共同生活介護事業所における虐待を防止するため

の体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担

当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委

員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事

業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務

については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。た

だし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や

事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を

遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定認知症対応型共同生活介護事業所における虐待を防止するため

の体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専

任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止

検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

⒂ （略） ⒂ （略） 

⒃ 準用 

基準第 108 条の規定により、基準第３条の７、第３条の８、第３条の

10、第３条の 11、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30の２、第３条

の 32 から第３条の 34 まで、第３条の 36、第３条の 38 から第３条の 39

まで、第 28 条、第 33 条、第 34 条第１項から第４項まで、第 80 条、第

82 条の２、第 84 条及び第 86条の２の規定は、指定認知症対応型共同生

活介護の事業に準用されるものであるため、第３の一の４の⑵、⑶、⑸、

⑹、⒁、⒅、、、、及び、第３の二の二の３の⑷及び⑽の①から④まで並び

に第３の四の４の⑿、⒃、⒆及び⒇を参照されたい。この場合において、

準用される基準第 34 条第１項から第４項までの規定について、指定認知

症対応型共同生活介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び

質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・

点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進

会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこと

ができることとし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運

営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数

が、一年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと

とするとともに、外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。 

⒃ 準用 

基準第 108 条の規定により、基準第３条の７、第３条の８、第３条の

10、第３条の 11、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30の２、第３条

の 32 から第３条の 34 まで、第３条の 36、第３条の 38 から第３条の 39

まで、第 28 条、第 33 条、第 34 条第１項から第４項まで、第 80 条、第

82 条の２及び第 84 条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業

に準用されるものであるため、第３の一の４の⑵、⑶、⑸、⑹、⒁、⒅、、、、

及び、第３の二の二の３の⑷及び⑽の①から④まで並びに第３の四の４

の⑿、⒃及び⒆を参照されたい。この場合において、準用される基準第

34 条第１項から第４項までの規定について、指定認知症対応型共同生活

介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的と

して、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）

を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第

三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うことができることと

し、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の複

数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、１年度に開

催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするととも

に、外部評価を行う運営推進会議は単独開催で行うこと。 
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イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供

するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療

情報ネットワークシステム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業所内の外部

の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援セン

ターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

ホ （略） 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供

するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲

示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表するこ

とも差し支えない。 

 

ホ （略） 

六 地域密着型特定施設入居者生活介護 

１ 人員に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

六 地域密着型特定施設入居者生活介護 

１ 人員に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 生産性向上に取り組む施設における看護職員及び介護職員の員数の柔

軟化 

地域密着型基準第 110 条第 11項については、生産性向上の取組に当た

っての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテ

クノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる指定地

域密着型特定施設に係る当該指定地域密着型特定施設ごとに置くべき看

護職員及び介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者であ

る利用者の数が３又はその端数を増すごとに 0.9 以上であることと規定

したものである。適用にあたっての留意点等については、別途通知（「「指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等におけ

る生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意

点について」）によるものとする。 

（新設） 

⑸ （略） ⑷ （略） 

⑹ 計画作成担当者（基準第 110 条第７項） 

サテライト型特定施設の計画作成担当者については、本体施設（介護

老人保健施設又は介護医療院に限る。）の介護支援専門員によるサービス

提供が、本体施設の入所者又は入院患者及びサテライト型特定施設の入

居者に適切に行われると認められるときは、これを置かないことができ

る。 

⑸ 計画作成担当者（基準第 110 条第７項） 

サテライト型特定施設の計画作成担当者については、本体施設（介護

老人保健施設、介護医療院又は病院（指定介護療養型医療施設に限る。）

に限る。）の介護支援専門員によるサービス提供が、本体施設の入所者又

は入院患者及びサテライト型特定施設の入居者に適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができる。 

⑺ （略） ⑹ （略） 

⑻ 管理者（基準第 111 条） ⑺ 管理者（基準第 111 条） 
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指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の管理者は常勤であ

り、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。

ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき

は、他の職務を兼ねることができるものとする。 

① （略） 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は

従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設

等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定地

域密着型特定施設入居者生活介護事業所の利用者へのサービス提供の

場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元

的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等

の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事

業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数

が過剰であると個別に判断される場合や、併設される訪問系サービス

の事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合（訪問系サービ

ス事業所における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故

発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定地域密着型

特定施設入居者生活介護事業所に駆け付けることができない体制とな

っている場合などは、一般的には管理業務に支障があると考えられ

る。） 

③ （略） 

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の管理者は常勤であ

り、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものである。

ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき

は、他の職務を兼ねることができるものとする。 

① （略） 

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の

管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等があ

る場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務

に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わ

ないが、例えば、併設される訪問系サービスの事業所のサービス提供

を行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられ

るが、訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られている

職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。）。 

 

 

 

 

 

 

③ （略） 

⑼・⑽ （略） ⑻・⑼ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴～⑷ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針 

① 基準第 118 条第４項及び第５項は、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う

場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたもの

である。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の三つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

⑸ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の取扱方針 

① 基準第 118 条第４項及び第５項は、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う

場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたもの

である。 

なお、基準第 128 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 
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の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 128 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存

しなければならない。 

 

② 同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、看護職員、介護職

員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を

明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決

めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼

務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者として

の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各

事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握

している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと

考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。） 、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的

拘束等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望

ましい。また、身体的拘束等適正化検討委員会には、第三者や専門家

を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門

医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

指定地域密着型特定施設が、報告、改善のための方策を定め、周知

徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共

② 同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、看護職員、介護職

員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を

明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する

者を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う事

項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的

拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ま

しい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活

用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の

活用等が考えられる。 

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

指定地域密着型特定施設が、報告、改善のための方策を定め、周知

徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共

有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の

懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 
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有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の

懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ・ロ （略） 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事

例を集計し、分析すること。 

二～ヘ （略） 

 

 

 

イ・ロ （略） 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例

を集計し、分析すること。 

ニ～ヘ （略） 

③ 指定地域密着型特定施設が整備する「身体的拘束等の適正化のため

の指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ （略） 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ～ト （略） 

③ 指定地域密着型特定施設が整備する「身体的拘束等の適正化のため

の指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ （略） 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ～ト （略） 

④（略） ④（略） 

⒀ 協力医療機関等 

① 基準第 127 条第１項から第６項までは、指定認知症対応型共同生活

介護に係る第 105 条第１項から第６項までと同趣旨であるので、第３

の五の４の⑽の①を参照されたい。 

② （略） 

⒀ 協力医療機関等 

① 基準第 127 条第１項及び第２項は、指定認知症対応型共同生活介護

に係る第 105 条第１項及び第２項と同趣旨であるので、第３の五の４

の⑽の①を参照されたい。 

② （略） 

⒁～⒃ （略） ⒁～⒃ （略） 

⒄ 準用 

基準第 129 条の規定により、基準第３条の 10、第３条の 11、第３条の

20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、

第３条の 38 から第３条の 39 まで、第 28 条、第 32 条、第 33 条、第 34

条第１項から第４項まで、第 80 条及び第 86 条の２の規定は、指定地域

密着型特定施設入居者生活介護の事業に準用されるものであるため、第

３の一の４の⑸、⑹、⒁、⒅、からまで、及び、第３の二の二の３の⑷、

⑻及び⑽の①から④まで並びに第３の四の４の⑿、⒆を参照されたい。

この場合において、準用される基準第 34 条第１項から第４項までの規定

について、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で

開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を

超えないこととすること。 

⒄ 準用 

基準第 129 条の規定により、基準第３条の 10、第３条の 11、第３条の

20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32 から第３条の 36 まで、

第３条の 38 から第３条の 39 まで、第 28 条、第 32 条、第 33 条、第 34

条第１項から第４項まで及び第 80 条の規定は、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の事業に準用されるものであるため、第３の一の４の⑸、

⑹、⒁、⒅、からまで、及び、第３の二の二の３の⑷、⑻及び⑽の①から

④まで並びに第３の四の４の⑿を参照されたい。この場合において、準

用される基準第 34 条第１項から第４項までの規定について、運営推進会

議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、１年

度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするこ

と。 

七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

１ （略） 

七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準（基準第 131 条） ２ 人員に関する基準（基準第 131 条） 
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⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 介護支援専門員 

介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるも

のとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護

支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職

務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他

の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。 

なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められない

ものである。ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、こ

の限りでない。 

また、サテライト型居住施設の介護支援専門員については、本体施設

（指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人

保健施設又は介護医療院に限る。）の介護支援専門員によるサービス提供

が、本体施設の入所者又は入院患者及びサテライト型居住施設の入所者

に適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

（基準第 131 条第８項） 

⑹ 介護支援専門員 

介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるも

のとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護

支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職

務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他

の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。 

なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められない

ものである。ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、こ

の限りでない。 

また、サテライト型居住施設の介護支援専門員については、本体施設

（指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護医療院又は病院（指定介護療養型医療施設に限る。）に限

る。）の介護支援専門員によるサービス提供が、本体施設の入所者又は入

院患者及びサテライト型居住施設の入所者に適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。（基準第 131 条第８項） 

⑺～⑾ （略） ⑺～⑾ （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

①（略） 

⑷ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

①（略） 

② 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 156 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

② 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

なお、基準第 128 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 
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③ 同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看

護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務

及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を

担当する者を決めておくことが必要である。なお、同一施設内での複

数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、

担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的

に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を

適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支

障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。） 、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的

拘束等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望

ましい。また、身体的拘束等適正化検討委員会には、第三者や専門家

を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門

医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定

め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体

で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して

従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要で

ある。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

③ 同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看

護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務

及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対

応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う事

項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的

拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ま

しい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活

用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の

活用等が考えられる。 

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定

め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体

で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して

従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要で

ある。 

具体的には、次のようなことを想定している。 
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イ～ロ （略） 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事

例を集計し、分析すること。 

二～ヘ （略） 

イ～ロ （略） 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例

を集計し、分析すること。 

ニ～ヘ （略） 

④ 指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「身体的拘束等の適正

化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ （略） 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ～ト （略） 

④ 指定地域密着型特定施設が整備する「身体的拘束等の適正化のため

の指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ （略） 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ～ト （略） 

⑤ （略） ⑤ （略） 

⑸ （略） ⑸ （略） 

⑹ 介護（基準第 139 条） 

①～④ （略） 

⑤ 「指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切

な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなけ

ればならない。」とは、施設において褥瘡の予防のための体制を整備す

るとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的な

ケアにおいて配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させる

ことを想定している。例えば、次のようなことが考えられる。 

イ （略） 

ロ 当該施設において、施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が

望ましい。）を決めておく。なお、同一施設内での複数担当(※)の兼務

や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者として

の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の

各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把

握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がな

いと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望

ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。） 、事故の発生又

はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当

者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施

するための担当者 

ハ～ホ （略） 

⑹ 介護（基準第 139 条） 

①～④ （略） 

⑤ 「指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切

な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなけ

ればならない。」とは、施設において褥瘡の予防のための体制を整備す

るとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的な

ケアにおいて配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させる

ことを想定している。例えば、次のようなことが考えられる。 

イ （略） 

ロ 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看

護師が望ましい。）を決めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ～ホ （略） 

⑺～⑽ （略） ⑺～⑽ （略） 
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⑾ 栄養管理 

基準第 143 条の２は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対

する栄養管理について、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画

的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置され

ている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設につい

ては、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

 

①～③ （略） 

④ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知（「リハビリ

テーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい

て」）において示しているので、参考とされたい。 

⑾ 栄養管理 

基準第 143 条の２は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対

する栄養管理について、令和三年度より栄養マネジメント加算を廃止し、

栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理

栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めた

ものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管

理栄養士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管

理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

①～③ （略） 

④ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・

個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日

老認発 0316 第 3 号、老老発 0316 第２号）第４において示しているの

で、参考とされたい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第８

条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの

間は、努力義務とされている。 

⑿～⒁ （略） ⑿～⒁ （略） 

⒂ 緊急時等の対応（基準第 145 条の２） 

① 基準省令第百四十五条の二は、入所者の病状の急変等に備えるた

め、施設に対して、配置医師及び協力医療機関の協力を得て、あらか

じめ配置医師による対応又はその他の方法による対応方針を定めなけ

ればならないことを義務付けるものである。対応方針に定める規定と

しては、例えば、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方

法、曜日や時間帯ごとの医師や協力医療機関との連携方法、診察を依

頼するタイミング等があげられる。 

また、当該対応方針については、一年に一回以上、配置医師及び協

力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて変更すること。

見直しの検討に当たっては、施設内の急変対応の事例について関係者

で振り返りを行うことなどが望ましい。なお、基準省令第二十八条第

二項において、一年に一回以上、協力医療機関との間で入所者の病状

が急変した場合等の対応の確認をすることとされており、この確認に

ついて、当該対応方針の見直しとあわせて行うことも考えられる。 

⒂ 緊急時等の対応（基準第 145 条の２） 

① 基準省令第二十条の二は、入所者の病状の急変等に備えるため、施

設に対してあらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応方

針を定めなければならないことを義務付けるものである。対応方針に

定める規定としては、例えば、緊急時の注意事項や病状等についての

情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼

するタイミング等があげられる。 
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⒃ 管理者による管理（基準第 146 条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に従事する

ものである。ただし、以下の場合であって、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができ

るものとする。 

① （略） 

② 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は

従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設

等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の入所者へのサービス提供の場面等で生じ

る事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指

揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又

は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設

等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰で

あると個別に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理

者自身が速やかに当該指定地域密着型介護老人福祉施設に駆け付ける

ことができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に

支障があると考えられる。） 

③ （略） 

⒃ 管理者による管理（基準第 146 条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、原則

として専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に従事する

ものである。ただし、以下の場合であって、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができ

るものとする。 

① （略） 

② 当該指定地域密着型介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、

特に当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないと

認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ （略） 

⒄～(21) （略） ⒄～(21) （略） 

(22) 協力医療機関等 

基準省令第 152 条は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の病

状の急変時等に対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこ

と、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における

対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじ

め協力歯科医療機関を定めておくよう努めること等を規定したものであ

ること。 

協力医療機関及び協力歯科医療機関は、指定地域密着型介護老人福祉

施設から近距離にあることが望ましい。 

① 協力医療機関との連携（第１項） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の病状の急変時等に、相

談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原

則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。その

(22) 協力病院等 

基準第152条第１項の協力病院及び同条第２項の協力歯科医療機関は、

指定地域密着型介護老人福祉施設から近距離にあることが望ましい。 
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際、例えば同条第１項第１号及び第２号の要件を満たす医療機関と同

条第１項第３号の要件を満たす医療機関を別に定めるなど、複数の医

療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えない。 

連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地

域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院

等の在宅医療を支援する地域の医療機関（以下、在宅療養支援病院等）

と連携を行うことが想定される。なお、令和６年度診療報酬改定にお

いて新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養

支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれ

ないため留意すること。 

また、第３号の要件については、必ずしも当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する場合で

なくとも差し支えなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け

入れる体制が確保されていればよい。 

なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、

令和６年改正省令附則第６条において、３年間の経過措置を設けてお

り、令和９年３月 31 日までの間は、努力義務とされているが、経過措

置期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 

② 協力医療機関との連携に係る届け出（第２項） 

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に１

回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当

該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に

届け出ることを義務づけたものである。届出については、別紙３によ

るものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合に

は、速やかに指定権者に届け出ること。同条第１項の規定の経過措置

期間において、同条第１項第１号、第２号及び第３号の要件を満たす

協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保す

るための計画を併せて届け出を行うこと。 

③ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第３項） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者における新興感染症の発

生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築し

ておくため、感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機

関である病院又は診療所との新興感染症発生時等における対応を取り

決めるよう努めることとしたものである。 
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取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生

の公表後４か月程度から６カ月程度経過後）において、指定地域密着

型介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、

診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、

第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携

を行うことを妨げるものではない。 

④ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第４項） 

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第２項で

定められた入所者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力

機関との間で、新興感染症の発生時等における対応について協議を行

うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との

間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考え

られるが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定

医療機関と取り決めを行うことが望ましい。 

⑤ 医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ（第５項） 

「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」と

は、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを

確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよ

う努めなければならないということである。 

(23)～(25) （略） (23)～(25) （略） 

(26) 事故発生の防止及び発生時の対応（基準第 155 条） 

①～④ （略） 

⑤ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者（第１項第４

号） 

指定地域密着型介護老人福祉施設における事故発生を防止するため

の体制として、①から④までに掲げる措置を適切に実施するため、担

当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止検討委

員会の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、

同一施設内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の

兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入居者

や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を

遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

(26) 事故発生の防止及び発生時の対応（基準第 155 条） 

①～④ （略） 

⑤ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者（第１項第４

号） 

指定地域密着型介護老人福祉施設における事故発生を防止するため

の体制として、①から④までに掲げる措置を適切に実施するため、専

任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止

検討委員会の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望まし

い。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第

10 条において、６か月間の経過措置を設けており、令和３年９月 30 日

までの間は、努力義務とされている。 

⑥ （略） 
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しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

⑥ （略） 

(27) （略） (27) （略） 

(28) 準用 

基準第 157 条の規定により、基準第３条の７、第３条の８、第３条の

10、第３条の 11、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30の２、第３条

の 32、第３条の 34、第３条の 36、第３条の 38 の２、第３条の 39、第 28

条、第 32 条、第 34 条第１項から第４項まで及び第 86 条の２の規定は、

指定地域密着型介護老人福祉施設に準用されるものであるため、第３の

一の４の⑵、⑶、⑸、⑹、⒁、⒅、、及び並びに第３の二の二の３の⑷、

⑻及び⑽の①から④まで並びに第３の四の４の⒆を参照されたい。この

場合において、準用される基準第 34 条第１項から第４項までの規定につ

いて、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催

する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超え

ないこととすること。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる基準省令第３条の 32 に関する第３の一の４の(25)の①に準ずるもの

とする。 

(28) 準用 

基準第 157 条の規定により、基準第３条の７、第３条の８、第３条の

10、第３条の 11、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30の２、第３条

の 32、第３条の 34、第３条の 36、第３条の 38 の２、第３条の 39、第 28

条、第 32 条及び第 34 条第１項から第４項までの規定は、指定地域密着

型介護老人福祉施設に準用されるものであるため、第３の一の４の⑵、

⑶、⑸、⑹、⒁、⒅、、及び並びに第３の二の二の３の⑷、⑻及び⑽の①

から④までを参照されたい。この場合において、準用される基準第 34 条

第１項から第４項までの規定について、運営推進会議の複数の事業所の

合同開催については、合同で開催する回数が、１年度に開催すべき運営

推進会議の開催回数の半数を超えないこととすること。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 

⑴～⑶ 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 

⑴～⑶ 

⑷ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

① （略） 

② 同条第６項及び第７項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

⑷ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

① （略） 

（新設） 
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ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 169 条において準用する基準第 156 条第２項の規定に

基づき、当該記録は、２年間保存しなければならない。 

③ 同条第第８項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、

看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責

務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策

を担当する者を決めておくことが必要である。なお、同一施設内での

複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、

担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的

に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入居者や施設の状況を

適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支

障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ま

しい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はそ

の再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待

の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための

担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的

拘束等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望

ましい。また、身体的拘束適正化等検討委員会には、第三者や専門家

を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門

医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のため

の方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、

施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、

（新設） 
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決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが

必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、

背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等につい

て報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事

例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析

し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適

正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

④ 指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設が整備する「身体的拘

束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むことと

する。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

二 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関す

る基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

（新設） 

⑤ 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研

修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するとともに、当該指定ユニット型地域密着型介護老

人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定ユニット型

地域密着型介護老人福祉施設が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には

必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修

（新設） 
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の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。 

⑸～⑼（略） ⑸～⑼（略） 

⑽ 準用 

基準第 169 条の規定により、第３条の７、第３条の８、第３条の 10、

第３条の 11、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32、

第３条の 34、第３条の 36、第３条の 38 の２、第３条の 39、第 28 条、第

32 条、第 34 条第１項から第４項まで、第 86 条の２、第 133条から第 135

条まで、第 138 条、第 141 条、第 143 条から第 147 条まで及び第 151 条

から第 156 条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設に準用されるものであるため、第３の一の４の⑵、⑶、⑸、⑹、⒁、

⒅、、及び、第３の二の二の３の⑷及び⑽の①から④まで、第３の四の４

の⒆並びに第３の七の４の⑴、⑵、⑸、⑻、⑽から⒄まで及び⒇からまで

を参照されたい。この場合において、準用される基準第 34条第１項から

第４項までの規定について、運営推進会議の複数の事業所の合同開催に

ついては、合同で開催する回数が、一年度に開催すべき運営推進会議の

開催回数の半数を超えないこととすること。 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる基準省令第３条の 32 に関する第３の一の４の(25)の①に準ずるもの

とする。 

⑽ 準用 

基準第 169 条の規定により、第３条の７、第３条の８、第３条の 10、

第３条の 11、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32、

第３条の 34、第３条の 36、第３条の 38 の２、第３条の 39、第 28 条、第

32 条、第 34 条第１項から第４項まで、第 133 条から第 135 条まで、第

138 条、第 141 条、第 143 条から第 147 条まで及び第 151 条から第 156 条

までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に準用され

るものであるため、第３の一の４の⑵、⑶、⑸、⑹、⒁、⒅、、及び、第

３の二の二の３の⑷及び⑽の①から④まで並びに第３の七の４の⑴、⑵、

⑸、⑻、⑽から⒄まで及び⒇からまでを参照されたい。この場合におい

て、準用される基準第 34 条第１項から第４項までの規定について、運営

推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、

１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととす

ること。 

八 看護小規模多機能型居宅介護 

１ （略） 

八 看護小規模多機能型居宅介護 

１ （略） 

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第 172 条） 

① 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、か

つ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者である。ただ

し、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がない場合に

は、他の職務を兼ねることができるものとする。 

イ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能

型居宅介護従業者としての職務に従事する場合 

ロ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又

は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、

施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該

２ 人員に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 管理者（基準第 172 条） 

① 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は常勤であり、か

つ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者である。ただ

し、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がない場合に

は、他の職務を兼ねることができるものとする。 

イ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能

型居宅介護従業者としての職務に従事する場合 

ロ 事業所に併設する基準第 171 条第７項各号に掲げる施設等の職務

に従事する場合 
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看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者へのサービス提供の場

面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元

的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施

設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の

他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべ

き事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入

所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護

職員と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている

場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やか

に当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は利用者へのサー

ビス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合

などは、管理業務に支障があると考えられる。） 

（削除） 

 

 

②～⑤ （略） 

⑶ （略） 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が健康保険法による

指定を受けた訪問看護ステーションである場合に、当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は従事者としての職務に従

事する場合 

②～⑤ （略） 

⑶ （略） 

３ （略） 

４ 運営に関する基準 

⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第百七十七

条） 

①・②（略） 

③ 基準第 177 条第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う

場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたもの

である。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 181 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

４ 運営に関する基準 

⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第百七十七

条） 

①・②（略） 

③ 基準第 177 条第５号及び第６号は、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う

場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたもの

である。 

なお、基準第 181 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 
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④ 同条第第７号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会」とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会で

あり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成

する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した

構成とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門

医の活用等も考えられる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互

に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一

体的に設置・運営することとして差し支えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が、報告、改善のための方

策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施

設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、

決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが

必要である。 

（新設） 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状

況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等に

ついて報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事

例を集計し、分析すること。 

二 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析

し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適

正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

（新設） 

⑤ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が整備する「身体的拘束等

の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事

（新設） 
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項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

二 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関

する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための

研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するとともに、当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、

定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必

ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修

の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

（新設） 

⑦ 基準第 177 条第８号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に

比べて著しく少ない」とは、登録定員のおおむね３分の１以下が目安

となる。登録定員が 25 人の場合は通いサービスの利用者が８人以下で

あれば、著しく少ない状態といえる。 

④ 基準第 177 条第７号に定める「通いサービスの利用者が登録定員に

比べて著しく少ない」とは、登録定員のおおむね３分の１以下が目安

となる。登録定員が 25 人の場合は通いサービスの利用者が８人以下で

あれば、著しく少ない状態といえる。 

⑧ 基準第 177 条第９号に定める「適切なサービス」とは、１の利用者

に対して、通いサービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４日以上

行うことが目安となるものである。指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、通いサービス及び訪問サービスを提供しない日であっても、

電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望まし

い。 

なお、指定看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護

に限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等

を行った場合でも訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

⑤ 基準第 177 条第８号に定める「適切なサービス」とは、１の利用者

に対して、通いサービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４日以上

行うことが目安となるものである。指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者は、通いサービス及び訪問サービスを提供しない日であっても、

電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望まし

い。 

なお、指定看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護

に限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等

を行った場合でも訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

⑨ 基準第 177 条第 10 号で定める「適切な看護技術」とは、医学の進歩

に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の修得

等、研鑽を積むことを定めたものであり、医学の立場を堅持し、広く一

般に認められていない看護等については行ってはならない。 

⑥ 基準第 177 条第９号で定める「適切な看護技術」とは、医学の進歩

に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の修得

等、研鑽を積むことを定めたものであり、医学の立場を堅持し、広く一

般に認められていない看護等については行ってはならない。 
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⑵～⑻ （略） ⑵～⑻ （略） 

⑼ 準用（基準第百八十二条） 

基準第百八十二条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 ま

で、第３条の 18、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30の２、第３条

の 32 から第３条の 36 まで、第３条の 38 から第３条の 39 まで、第 28

条、第 30 条、第 33 条、第 34 条、第 68 条から第 71 条まで、第 74 条か

ら第 76 条まで、第 78 条、第 79 条、第 81 条から第 84 条まで、第 86 条

及び第 86 条の２の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業につ

いて準用されるものであるため、第３の一の４の⑵から⑹まで、⑿、⒁、

⒅、からまで、及び、第３の二の二の３の⑷、⑹及び⑽並びに第３の四の

４の⑴から⑷まで、⑹から⑻まで、⑽、⑾及び⒀からまで並びに⒆を参照

されたい。この場合において、準用される基準第 34 条の規定について、

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以上、サービス

の改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスに

ついて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果につい

て、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）

を行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営

推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、

一年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととす

るとともに、外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供

するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療

情報ネットワークシステム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業所内の外部

の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援セン

ターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

ホ （略） 

なお、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する

指針一のハに規定するウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、準用さ

れる基準省令第３条の 32 に関する第３の一の４の(25)の①に準ずるもの

とする。 

⑼ 準用（基準第 182 条） 

基準第 182 条の規定により、基準第３条の７から第３条の 11 まで、第

３条の 18、第３条の 20、第３条の 26、第３条の 30 の２、第３条の 32 か

ら第３条の 36 まで、第３条の 38 から第３条の 39 まで、第 28 条、第 30

条、第 33 条、第 34 条、第 68 条から第 71 条まで、第 74 条から第 76 条

まで、第 78 条、第 79 条、第 81 条から第 84 条まで及び第 86 条の規定

は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用されるもので

あるため、第３の一の４の⑵から⑹まで、⑿、⒁、⒅、からまで、及び、

第３の二の二の３の⑷、⑹及び⑽並びに第３の四の４の⑴から⑷まで、

⑹から⑻まで、⑽、⑾及び⒀からまでを参照されたい。この場合におい

て、準用される基準第 34 条の規定について、指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的

として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評

価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において

第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこととし、実施にあ

たっては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の複数の事業所

の合同開催については、合同で開催する回数が、一年度に開催すべき運

営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評価

を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

イ～ハ （略） 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供

するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス

情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホー

ムページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲

示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表するこ

とも差し支えない。 

 

ホ （略） 

第４・第５ （略） 第４・第５ （略） 
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別紙３ （新設） 

 


